
議案第  号 

宝塚市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

 宝塚市消防団条例の一部を改正する条例を次のとおり制定するものとする。 

 令和４年（２０２２年）２月  日提出 

 宝塚市長 山 﨑 晴 恵 

 

宝塚市条例第  号 

宝塚市消防団条例の一部を改正する条例 

 宝塚市消防団条例（昭和４４年条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第９条ただし書中「水火災その他の災害」を「災害（水火災、地震その他の災害をいう。

以下同じ。）」に改める。 

第１３条第１項を次のように改める。 

基本団員には年額報酬を、機能別団員には日額報酬を、それぞれ支給する。 

第１３条に次の２項を加える。 

４ 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、出動報酬を支給す

る。 

５ 前項の報酬の額は、別表第２の定めるところによる。 

第１４条第１項を削り、同条第２項を同条とする。 

別表第１中「３２，０００円」を「３６，５００円」に改める。 

別表第２を次のように改める。 

別表第２（第１３条関係） 

区分 単位 基本額 加算額 

４時間以内 ４時間を超え 

８時間以内 

８時間を超える 

１時間につき 

災害への出動 １回 ４，０００円 ８，０００円 １，０００円 

警戒、訓練等 １回 ４，０００円 － 

 附 則 

 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 



議案第  号 

宝塚市消防団条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市消防団条例(昭和44年条例第15号)新旧対照表 

現行 改正案 

(服務規律) (服務規律) 

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動

し、職務に従事する。ただし、招集を受けな

い場合であっても、市内に水火災その他の災

害                             の発生

を知ったときは、あらかじめ指定するところ

に従い直ちに出動し、職務に従事しなければ

ならない。 

第9条 消防団員は、団長の招集によって出動

し、職務に従事する。ただし、招集を受けな

い場合であっても、市内に災害(水火災、地

震その他の災害をいう。以下同じ。)の発生

を知ったときは、あらかじめ指定するとこ

ろに従い直ちに出動し、職務に従事しなけ

ればならない。 

(報酬) (報酬) 

第13条 消防団員には、報酬を支給する。 第13条 基本団員には年額報酬を、機能別団

員には日額報酬を、それぞれ支給する。 

2・3 （略） 2・3 （略） 

 4 消防団員が災害、警戒、訓練等の職務に従

事する場合においては、出動報酬を支給す

る。 

 5 前項の報酬の額は、別表第2の定めるとこ

ろによる。 

(費用弁償) (費用弁償) 

第14条 消防団員が水火災への出動、警戒及び

訓練等の職務に従事するときは、別表第2に

より費用を弁償する。 

第14条 

2 （略） （略） 

別表第1(第13条関係) 別表第1(第13条関係) 

【別記 参照】 【別記 参照】 



【別記】 

(現行) 

区分 階級 支給単位 金額 摘要 

基本団員 

団員 年額 32,000円  

(改正案) 

区分 階級 支給単位 金額 摘要 

基本団員 

団員 年額 36,500円  

 




